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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第５期

第１四半期累計期間
第６期

第１四半期累計期間
第５期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年６月30日

自2020年４月１日
至2020年６月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 2,075,394 2,015,732 8,257,215

経常利益 （千円） 102,061 58,752 357,267

四半期（当期）純利益 （千円） 63,151 31,797 226,075

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 275,421 292,319 290,473

発行済株式総数 （株） 1,545,000 1,604,500 1,598,000

純資産額 （千円） 1,960,657 2,141,843 2,130,387

総資産額 （千円） 3,091,887 3,220,184 3,168,644

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 40.88 19.82 145.38

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 38.30 19.31 137.00

１株当たり配当額 （円） － － 30

自己資本比率 （％） 63.4 66.5 67.2

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ツクイスタッフ(E34479)

四半期報告書

 2/16



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、当第１四半期累計期間における新型コロナウイルス感染拡大の影響は、「２ 経営者による財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりですが、今後の経過によっては、当社の財政状態及び経

営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳しい状況にあり、

先行きは依然として不透明な状況となっております。新型コロナウイルスの感染拡大の防止策を講じつつ、社会

経済活動のレベルを段階的に引き上げておりますが、感染状況が拡大傾向にあるため、新型コロナウイルス感染

症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。

　人材サービス業界を取り巻く環境につきましては、有効求人倍率は新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

り低下傾向にありますが、介護分野は依然として全産業の中で高い水準で推移しております。また、雇用の先行

指標となる新規求人数についても前年同月比で減少傾向が続いており、雇用環境が悪化しております。

　また、2020年４月からは、働き方改革関連法により同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行

され、適切な対応が求められております。

 

 

 

 

　このような情勢の中、当社は、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策として、人材サービスに対する

応募者に対しては電話面談による登録を実施するとともに、従業員に対しては在宅勤務・時差出勤・ＷＥＢによ

る会議等を推進するなどして、事業が継続できる体制を整備しサービスの提供に努めてまいりました。

　また、競争優位性の確立のため登録スタッフ獲得に向けた積極的求人投資と営業支援部門の強化を図り、生産

性向上のためのシステム投資、営業人員の拡充により、持続的成長の実現に向けた体制づくりを継続してまいり

ました。

　教育研修においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多くのクライアントが予定されていた集合

型研修の中止や延期を余儀なくされております。コロナ禍における教育研修環境の最適化のため、福祉業界に特

化したｅラーニングサービス「Ｅ ｃａｒｅ ｌａｂｏ（イーケアラボ）」の無償提供を一定期間行うことで、よ

り多くの従業員の方々が研修を受講できるよう取り組んでおります。

　なお、当事業年度における営業拠点については、１店舗当たりの事業規模の拡大を図るため、新規出店は行わ

ず既存店38支店で展開していくことを予定しております。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の財政状態及び経営成績については以下のとおりとなりました。
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ａ．財政状態

（流動資産）

　当第１四半期会計期間末における流動資産合計は2,998,743千円となり、前事業年度末に比べ26,537千円の

増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が131,815千円増加し、売掛金が104,321千円減少したこと

によるものであります。

 

（固定資産）

　当第１四半期会計期間末における固定資産合計は221,440千円となり、前事業年度末に比べ25,002千円の増

加となりました。その主な要因は、ソフトウエア仮勘定が22,500千円増加したことによるものであります。

 

（流動負債）

　当第１四半期会計期間末における流動負債合計は993,124千円となり、前事業年度末に比べ30,774千円の増

加となりました。その主な要因は、未払金が64,497千円増加し、未払法人税等が38,034千円減少したことによ

るものであります。

 

（固定負債）

　当第１四半期会計期間末における固定負債合計は85,215千円となり、前事業年度末に比べ9,308千円の増加

となりました。その主な要因は、退職給付引当金が9,364千円増加したことによるものであります。

 

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,141,843千円となり、前事業年度末に比べ11,456千円の増

加となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が31,797千円増加し、配当金の支払

により利益剰余金が23,969千円減少したことによるものであります。

　なお、自己資本比率は66.5％（前事業年度末は67.2％）となりました。

 

ｂ．経営成績

（売上高）

　当第１四半期累計期間の人材派遣、紹介予定派遣及び委託は、改正労働者派遣法による派遣先の一部利用控

えの影響を受け、派遣スタッフ数に連動して総稼働時間が減少した一方で、派遣単価が増加した結果、

1,780,665千円（前年同期比4.9％減）となりました。人材紹介は、成約件数の増加と前事業年度に実施した料

率改定による改善効果で紹介単価が増加した結果、232,466千円（同19.9％増）となりました。教育研修は、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、講師派遣型集合研修の延期や新規の成約件数が僅少となったこと

で、研修件数及び研修単価が減少した結果、1,800千円（同78.0％減）となりました。この結果、当第１四半

期累計期間の売上高は、2,015,732千円（同2.9％減）となりました。

 

（営業利益）

　当第１四半期累計期間の売上原価は、1,681,389千円（同3.3％減）となりました。これは主に派遣スタッフ

の減少に伴い、派遣スタッフ人件費が減少したことによるものであります。販売費及び一般管理費は、

273,381千円（同18.2％増）となりました。これは主に管理部門等の人件費及び登録スタッフ獲得のための自

社ＷＥＢサイトの広告費用等の計上によるものであります。この結果、営業利益は60,961千円（同41.7％減）

となりました。

 

（経常利益）

　当第１四半期累計期間の営業外費用は、2,243千円（同11.9％減）となりました。この結果、経常利益は

58,752千円（同42.4％減）となりました。

 

（四半期純利益）

　当第１四半期累計期間の法人税等は26,954千円（同30.7％減）となりました。この結果、四半期純利益は

31,797千円（同49.6％減）となりました。
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　セグメント別の経営成績につきましては、当社は人材サービス事業の単一セグメントでありますが、サービ

ス別に経営成績を記載すると以下のとおりとなります。

（単位：千円）

サービスの名称
前第１四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

増減額 増減率

人材派遣 1,825,601 1,741,081 △84,519 △4.6％

紹介予定派遣 36,922 26,692 △10,229 △27.7％

人材紹介 193,920 232,466 38,545 19.9％

委託 9,343 12,891 3,547 38.0％

教育研修 8,185 1,800 △6,384 △78.0％

その他 1,421 799 △621 △43.7％

合　計 2,075,394 2,015,732 △59,661 △2.9％

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当第１四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した会計上の見積り及び当該見積りに用

いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに発生し

た課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,600,000

計 5,600,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,604,500 1,605,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 1,604,500 1,605,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2020年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年４月１日～

2020年６月30日

（注）１

6,500 1,604,500 1,846 292,319 1,839 792,259

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．2020年７月１日から2020年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500株、資本

金が142千円、資本準備金が141千円増加しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ツクイスタッフ(E34479)

四半期報告書

 6/16



（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2020年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,597,400 15,974 －

単元未満株式 普通株式 600 － －

発行済株式総数  1,598,000 － －

総株主の議決権  － 15,974 －

 

 

②【自己株式等】

    2020年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

（注）１．直前の基準日（2020年３月31日）における自己株式数は61株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

0.00％となっております。

なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。

２．当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は101株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は0.01％と

なっております。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、当四半期会計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員事業開発本部長 取締役兼営業支援部長 下村　光輝 2020年７月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,974,266 2,106,082

売掛金 937,229 832,908

貯蔵品 2,799 2,654

前払費用 41,728 41,466

その他 20,713 18,873

貸倒引当金 △4,530 △3,241

流動資産合計 2,972,206 2,998,743

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,695 7,461

工具、器具及び備品（純額） 3,890 3,462

有形固定資産合計 11,585 10,924

無形固定資産   

ソフトウエア 31,416 31,449

ソフトウエア仮勘定 － 22,500

無形固定資産合計 31,416 53,949

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,345 1,345

長期前払費用 1,528 4,507

繰延税金資産 51,982 51,982

敷金及び保証金 99,924 100,076

貸倒引当金 △1,345 △1,345

投資その他の資産合計 153,435 156,566

固定資産合計 196,438 221,440

資産合計 3,168,644 3,220,184
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

流動負債   

未払金 542,859 607,356

未払費用 16,735 15,340

未払法人税等 70,657 32,623

未払消費税等 173,012 175,448

前受金 3,250 6,358

預り金 97,560 113,754

賞与引当金 51,512 34,365

返金引当金 6,761 7,877

流動負債合計 962,350 993,124

固定負債   

退職給付引当金 74,394 83,758

資産除去債務 983 983

その他 529 474

固定負債合計 75,906 85,215

負債合計 1,038,257 1,078,340

純資産の部   

株主資本   

資本金 290,473 292,319

資本剰余金 790,420 792,259

利益剰余金 1,049,657 1,057,485

自己株式 △163 △220

株主資本合計 2,130,387 2,141,843

純資産合計 2,130,387 2,141,843

負債純資産合計 3,168,644 3,220,184
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

 当第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 2,075,394 2,015,732

売上原価 1,739,460 1,681,389

売上総利益 335,933 334,343

販売費及び一般管理費 231,339 273,381

営業利益 104,594 60,961

営業外収益   

受取利息 4 0

助成金収入 － 34

その他 8 －

営業外収益合計 12 34

営業外費用   

障害者雇用納付金 2,462 2,243

その他 83 －

営業外費用合計 2,545 2,243

経常利益 102,061 58,752

税引前四半期純利益 102,061 58,752

法人税等 38,910 26,954

四半期純利益 63,151 31,797
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

　前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む当社への

影響に関する仮定に重要な変更はありません。

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日

定時株主総会
普通株式 46,350 30 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月19日

定時株主総会
普通株式 23,969 15 2020年３月31日 2020年６月22日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

　当社は、人材サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

　当社は、人材サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

(１)１株当たり四半期純利益 40円88銭 19円82銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 63,151 31,797

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 63,151 31,797

普通株式の期中平均株式数（株） 1,544,981 1,603,923

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 38円30銭 19円31銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 103,874 42,477

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年８月７日

株式会社ツクイスタッフ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

横浜事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 関根　義明　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 田坂　真子　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツクイ

スタッフの2020年４月１日から2021年３月31日までの第６期事業年度の第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツクイスタッフの2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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